
公共用地等を活用し た王子駅周辺ま ちづく り 戦略の検討業務委託 

業務委託仕様書 

 

１  件名 
公共用地等を活用し た王子駅周辺ま ちづく り 戦略の検討業務委託 

 

２  目的 

王子駅周辺では、「 王子駅周辺ま ちづく り グラ ンド デザイ ン」 及び「 王子駅周辺まち

づく り ガイ ド ラ イ ン」 を策定し 、その実現に向け区役所新庁舎を含む「 拠点形成エリ ア」

を先行実施地区と し 、 ま ちづく り が始動し ている 。  

先行実施地区のま ちづく り の効果を周辺エリ アに波及さ せ、 ガイ ド ラ イ ンで定めた

ま ちづく り を推進する ためには、 王子駅北口駅前広場等における 都市基盤施設の再配

置の検討と 合わせ、 周辺の公共用地の再編計画と 連動さ せたシナリ オの構築が不可欠

と なる 。  

本業務は、 ガイ ド ラ イ ンで定めた「 地域交流エリ ア」 を中心に、 各公共用地の利活用

を念頭に、 将来像を深度化さ せ、 開発適期、 事業手法、 事業性を検証する と と も に、 王

子駅周辺の公共用地等を利活用し て、 段階的にま ちづく り を進める ための中長期的な

戦略の立案を目的と する 。  

 

３  業務内容 

（ 1 ）  履行期間 

契約締結日の翌日から 令和 9 年９ 月３ ０ 日（ 木） ま で 

（ 2 ）  履行場所 

王子駅周辺ま ちづく り 担当課指定場所 

（ 3 ）  対象範囲 

① 王子駅北口駅前広場から 王子駅前公園を含むエリ ア 

② 北本通り を含む北と ぴあ周辺エリ ア 

③ 王子駅西側エリ ア 

【 検討対象範囲】（ 別図１ 参照）  

（ 4 ）  委託内容 

「 4  委託内容」 参照 

（ 5 ）  用語の定義 

① 監督員と は、 本委託を監督する 区の職員のこ と をいう 。  

② 指示と は、 監督員が受注者に対し て、 方針・ 基準・ 計画及び方法等を示し 、 実

施さ せる こ と をいう 。  

③ 承諾と は、 受注者から の提案などに対し て監督員が了承する こ と をいう 。  

④ 協議と は、 監督員と 受注者が対等な立場で合議する こ と をいう 。  

別紙１  



 

 

2 
  

（ 6 ）  適用範囲 

① こ の仕様書は、「 公共用地等を活用し た王子駅周辺ま ちづく り 戦略の検討業務

委託」 に適用する 。  

② 本委託は、 こ の仕様書に定める 仕様に従い実施する こ と 。  

③ 本委託の作業方法などにおいて、こ の仕様書に定めのない事項については、 監

督員と 協議し 実施する こ と 。  

（ 7 ）  業務の実施 

① 受注者は業務遂行にあたり 、 業務目的およ び個々の調査の意図を十分理解し

た上で、必要な諸条件を満足でき る よ う 、専門的な技術を十分発揮し なければ

なら ない。  

② 受注者は、本委託を実施する にあたって、北区が定める 北区都市計画マスタ ー

プラ ン 2 0 2 0 、 王子駅周辺ま ちづく り グラ ンド デザイ ン、 王子駅周辺まちづ

く り ガイ ド ラ イ ン及び長期総合計画等各種計画、並びに国・ 都が定める 関連計

画と 整合さ せる と と も に、 連携・ 調整を図る こ と 。  

③ 受注者は、業務遂行にあたり 、管理技術者、 主任技術者及び補佐する 技術者を

配置し 、専任の担当チームを編成し て、遅滞なく 正確な業務を遂行する こ と 。  

④ 受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を提出し 、監督員の承諾を得た上で、

業務に着手する こ と 。 また、 業務計画書には以下の事項を記載する こ と 。  

(ア) 業務概要 

(イ ) 実施方針 

(ウ ) 業務工程表 

(エ) 業務組織計画 

(オ) 打合せ計画 

(カ) 業務遂行上知り 得た情報の保持及び個人情報等の保護に対する 対策 

⑤ 受注者は、業務を適正かつ円滑に実施する ために、監督員と 常に緊密な連携を

取り 、 業務の方針及び進捗状況を確認する こ と 。  

⑥ 北区の各所属及び職員に協力を求める 調査及び資料作成については、 監督員

と 事前に協議する こ と 。  

⑦ 調査及び資料作成に伴い、受注者が区の有する 資料・ 情報などを必要と する 場

合には、 事前に監督員に申し 出る こ と 。  

⑧ 受注者は、業務が完了し たと き は、速やかに委託完了届を提出し 、成果品の納

品を行う と と も に、履行期限ま でに貸与品の返却を行う こ と 。本委託は成果品

納品後、 区の検査に合格し たこ と をも って完了と する 。なお、受注者は履行期

限以前においても 、監督員の指示があった場合には、成果品を作成する 過程で

得た基礎資料及びデータ を提出する こ と 。  

⑨ 契約金額の支払いについては、前払い金を適用せず、完了後一括払いと する 。  
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⑩ 受注者は業務完了後、 受注者の責めに帰すべき 事由によ る 成果品の不良箇所

が発見さ れた場合は、速やかに訂正・ 補足その他必要な措置を講じ なければな

ら ない。  

（ 8 ）  調査の実施 

① 受注者は、調査を実施する 前に監督員と 協議し 、承諾を受ける こ と 。やむを得

ず実施日や調査地点などを変更する 場合には、 事前に監督員の承諾を得る こ

と 。  

② 受注者は、 調査を実施し た場合、 日報等書面を提出し 、 報告する こ と 。  

③ 調査等に必要な材料、 通信にかかる 費用及びデータ 処理のための機材につい

ては、 受注者にて準備する も のと する 。  

（ 9 ）  疑義が生じ た場合等の措置 

こ の仕様書に疑義が生じ た場合は、 監督員と 協議する こ と 。 その他、 本委託に必要

な事項は、 監督員と の協議によ り 決定する こ と 。  

（ 1 0 ）  関係書類の提出 

受注者は、 別に定める 「 受注者等提出書類処理基準・ 同実施細目（ 令和 8 年 4 月）

東京都北区都市整備部・ ま ちづく り 推進部・ 土木部」 に準じ て、 監督員が指示する

期日ま でに関係書類を提出する こ と 。 なお、 契約締結後は、 速やかに監督員と 協議

し 、 次の書類を提出する こ と 。  

① 代理人、 主任技術者等及び照査技術者通知書 

② 業務計画書 

③ 工程表 

（ 1 1 ）  資料の貸与 

本業務の履行において、 必要と なる 関係資料等を区から 受注者に貸与する も のと す

る 。 なお、 受注者は、 貸与を受けた資料のリ ス ト を作成のう え、 区に提出する こ と

と し 、 業務完了時には全て返却する も のと する 。  

（ 1 2 ）  法令等の順守 

① 本委託の実施にあたって、受注者は労働基準関係法令等、委託業務の実施に関

する 諸法令を遵守し 、 業務の円滑な進捗を図る こ と 。  

② 従業員等に対する 諸法規の適用は、 受注者の責任と 負担において行う こ と 。  

（ 1 3 ）  関係機関・ 関係事業者 

受注者は、 関係機関・ 関係事業者と の協議がある 場合には、 必要と なる 説明資料等

を作成する と と も に、 必要に応じ て会議や打ち合わせに出席し 、 協議内容等を本委

託に反映さ せる こ と 。  

（ 1 4 ）  個人情報等の取り 扱い 

受注者は、 本委託の履行にあたり 「 東京都北区個人情報その他の情報資産を取り 扱

う 契約の特記事項」 を遵守する こ と  
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（ 1 5 ）  その他 

受注者は、 業務遂行上のやむを得ない理由によ り 一部業務の再委託を行う 際には、

区と 協議し 、 承諾を得なければなら ない。 なお、 こ の仕様書に定める 事項について

は、 受注者と 同様に、 再委託先においても 遵守する も のと し 、 受注者は、 再委託先

がこ れを遵守する こ と に関し て、 一切の責任を負う 。  

 

4  委託内容 

（ １ ）  現況調査業務 

① 王子駅周辺の現況と 課題、 地域資源の抽出 

② 王子駅周辺の民間開発の動向調査（ 面開発、 計画含む）  

③ 個別の公共施設、 公共用地の概要及び現時点の活用方針の整理 

④ 個別の公共施設、 公共用地周辺の現況と 課題の抽出 

⑤ 上位計画と の整合性の確認 

 

（ ２ ）  公共用地の処分・ 利活用事例の収集 

① 公有地を含め再開発によ り 高度利用を図った事例 

② 公有地の整序・ 集約等公共施設整備によ り 有効活用を図った事例 

③ 公有地の移転・ 交換によ る 公益施設の移転建替への活用事例 

④ 公有地を民間に貸付を行っている 事例（ 暫定活用を含む）  

⑤ 道路空間・ 公園等を利活用し ている 事例 

⑥ 次世代技術を用いた公共空間活用事例 

⑦ その他監督員と 協議上、 検討に必要と さ れる 事例 

 

（ ３ ）  事業スキームの検討と 概算事業費の算出 

① 個別の公共施設・ 公共用地の利活用方針案の整理と エリ アの将来像の深度化 

・ 王子駅北口駅前広場から 王子駅前公園を含むエリ ア 

・ 北本通り を含む北と ぴあ周辺エリ ア 

・ 王子駅西側エリ ア 

※現況や事例をも と に、 個別の公共施設における 利活用の可能性を検討 

② 各施設を含む想定事業スキーム案（ 概算事業費、 概念図・ 概略パース の作成を

含む） を 3 案程度提案し 、 それぞれ、 フィ ジビリ ティ スタ ディ を実施する 。  

 

（ ４ ）  王子駅周辺ま ちづく り 戦略の検討 

① 王子駅周辺の段階的将来像（ 中期・ 長期・ 超長期）  

② 王子駅周辺の整備展開図（ ま ちづく り 戦略）  

③ 王子駅周辺の段階毎の動線計画（ 人流・ 交通）、 地域資源をつなぐ ネッ ト ワ ーク

図の作成 
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（ ５ ）  関係者協議調整支援 

       関係機関及び庁内調整に必要な資料作成・ 印刷、 会議録の作成と と も に専門的観点    

から 支援を行う 。（ 8 回程度）  

 

（ ６ ）  打合せ協議 

業務の進捗状況に応じ て、 区担当者と 打合せ協議を行う 。 受注者は打合せ記録を都

度作成し 、 区担当者に提出し 確認を受ける 。  

 

（ ７ ）  成果と り まと め 

本業務の検討内容を報告書と し てと り ま と める 。  

 

5  成果品 

（ １ ）  成果品は、 以下のと おり と する 。  

① 業務報告書        （ Ａ ４ 判、 製本）          ２ 部 

② 報告書電子データ      電子データ 一式          各２ 部 

③ その他作成し た関連資料、 図面データ  電子データ 一式     各２ 部 

④ パースデータ （ １ 5 枚程度）  

※データ は、 DVD-ROM 又は CD-ROM に表題ラ ベル付で保存の上、 納品する こ と 。  

※テキス ト データ はＭＳ -ワ ード ファ イ ル及びエク セルファ イ ル、 画像データ は

J PEG ファ イ ルにて納品し 、 左記以外のデータ は元データ 及び PDF ファ イ ル

と する こ と 。  

※データ は、 XDW に変換し たも のも 納品する こ と 。  

（ ２ ）  成果品に対する 責任の範囲 

受注者は、 本委託完了後と いえども 、 成果品に瑕疵が発見さ れた場合には、 速やか

に区の依頼に基づき 、 成果品の修正を行わなければなら ないも のと する 。 それに要

する 費用は受注者の負担と する 。  

（ ３ ）  成果品の帰属 

本委託で得ら れた成果についての所有権及び著作権は、 区に帰属する も のと する 。  

 



①王子駅北口駅前広場から
王子駅前公園を含むエリア

別図1 検討対象範囲

先行実施地区

②北本通りを含む北とぴあ周辺エリア

③王子駅西側エリア


